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財政部 市民税課 

資産税課 

納税課 

市民部 健康保険課 

 

議案第 74 号 

盛岡市市税条例等の一部を改正する条例について  

 

１ 改正の趣旨 

地方税法（昭和25年法律第 226号）の改正に伴い，所有者の存在が不明である固定資産に係る

固定資産税を課する者及び固定資産の現所有者の申告の手続き並びに個人市民税を非課税とする

者の要件を改めるほか，必要な規定の整備をしようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 個人市民税関係 

 ア 個人の市民税の非課税措置について，寡夫を対象から除き，ひとり親を対象に追加する。 

 イ 所得控除について，ひとり親控除を追加する等の所要の措置を行う。 

(2) 延滞金関係 

 延滞金の割合について，法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合を年 

0.5％引き下げるほか法令改正に伴う引用条項の整備等を行う。 

 (3) 固定資産税関係 

 ア 使用者を所有者とみなす制度について 

   (ｱ) 災害等の事由により所有者が不明の場合，使用者を所有者とみなして課税できる現行の

規定に，使用者への事前通知を要件に加える。 

(ｲ) 災害以外の事由において，一定の調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない場

合，使用者への事前通知を行ったうえで使用者を所有者とみなして課税できる規定を新た

に追加する。 

イ 現に所有している者の申告の制度化について 

(ｱ) 登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録が

されている個人が賦課期日前に死亡している場合における当該土地又は家屋を所有してい

る者（以下「現所有者」という。）の申告に係る現行の規定について，申告の期限等を改

める。 

   (ｲ) (ｱ) の現所有者の不申告に関する罰則の内容を，現行の不申告に関する過料の規定に盛

り込む。 
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 (4) 市たばこ税関係 

軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について，令和２年10月１日から２

段階で見直しを行う。 

施  行 期 日 改 正 内 容（１本当たりの重量について） 

令和２年10月１日 0.7グラム未満の葉巻たばこ１本を紙巻たばこ 0.7本に換算 

令和３年10月１日 １グラム未満の葉巻たばこ１本を紙巻たばこ１本に換算 

 (5) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を

図るための特例措置関係 

ア 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続において，地方税法の規定

において条例に委任している申請書等の訂正期限を定める。 

イ 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する令和３年度

の固定資産税及び都市計画税について，対象期間の売上高が前年と比べて30％以上減少して

いる中小事業者等に対し，零又は２分の１に軽減する特例措置を講ずる。 

※令和２年２月から10月までの任意の連続する３箇月間の売上高が，前年の同期間と比べて， 

３０％以上５０％未満減少している者 ２分の１ 

５０％以上減少している者 零 

ウ 新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資 

産税の課税標準の特例に係る特例割合を零と定める。 

エ 軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を６月延長する。 

オ 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例措置を講ずる。 

カ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例措置を講ずる。 

 

３ 施行期日 

(1) ２－(3) ア及び２－(5) ア，イ，ウ，エ 公布の日 

(2) ２－(3) イ 公布の日から起算して２月を経過した日 

(3) ２－(4) 令和２年10月１日，令和３年10月１日 

(4) ２－(1) ，２－(2) ，２－(5) オ及びカ 令和３年１月１日 
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財政部 資産税課 

 

議案第 75 号  

盛岡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

総務省令の一部改正により，岩手県が定める地域再生計画の期間が２年延長されたことに伴い，

地方活力向上地域において特定業務施設を新設し，又は増設した事業者に対する固定資産税の課

税免除及び不均一課税の要件である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受ける期

間を２年延長しようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

事業者が認定を受ける地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限について令和２年

３月31日及び平成32年３月31日を令和４年３月31日に改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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商工労働部 ものづくり推進課 

 

議案第 76 号 

盛岡市産業支援センター条例等の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

盛岡市産業支援センターの創業支援室等の使用の許可の期間についての特例を設けようとする

ものである。 

 

２ 改正の内容 

盛岡市産業支援センターの創業支援室，盛岡市産学官連携研究センターの研究開発室若しくは

事業化支援ブース又は盛岡市新事業創出支援センターの貸工場の使用の許可を受けた者について，

大規模な自然災害，感染症のまん延，通信その他の事業活動の基盤における重大な障害等に起因

するやむを得ない事情により，当該許可の期間を超えて使用する必要があると認めたときは，当

該許可の期間を，当該事情を勘案して市長が必要と認める期間延長することができるものとする。 

(1) 盛岡市産業支援センターの創業支援室の場合 

現行の使用の許可の期間は，最長でも３年である。 

１年 １年 １年  ⇒ 市長が必要と 

当初 更新 更新 ⇒ 認める期間 延長 

(2) 盛岡市産学官連携研究センターの研究開発室の場合 

現行の使用の許可の期間は，最長でも５年である。 

３年 １年 １年 

 

⇒ 市長が必要と 

当初 更新 更新 ⇒ 認める期間 延長 

(3) 盛岡市産学官連携研究センターの事業化支援ブースの場合 

現行の使用の許可の期間は，最長でも３年である。 

１年 ２年   

  

⇒ 市長が必要と 

当初 更新 ⇒ 認める期間 延長 

(4) 盛岡市新事業創出支援センターの貸工場の場合 

現行の使用の許可の期間は，最長でも12年である。 

10年 ２年 ⇒ 市長が必要と 

当初 更新 ⇒ 認める期間 延長 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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建設部 建築住宅課 

 

議案第 77 号 

盛岡市改良住宅条例及び盛岡市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

改良住宅及び市営住宅の入居者が連帯保証人を立てないこととする場合の手続を定めるほか，

市営住宅建替事業の施行に伴い，市営青山三丁目アパート１号館を設置するとともに，市営青山

三丁目アパート15号館を廃止しようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 連帯保証人を立てている改良住宅及び市営住宅の入居者が，連帯保証人の死亡や高齢となっ

たこと等によって保証人を変更する必要が生じた際，本人の努力によっても新たな保証人が見

つからないときは，家賃債務保証会社と債務保証契約を締結した場合等，特別の事情があると

きは連帯保証人を立てなくてもよいものとする。 

(2) 盛岡市改良住宅条例の別表から市営青山三丁目アパート15号館を削る。 

(3) 盛岡市市営住宅条例の別表に市営青山三丁目アパート１号館を加える。 

 

３ 施行期日 

(1) 公布の日 

(2) 令和２年９月１日 

(3) 令和２年７月１日 

 

参考：位置図（市営青山二・三丁目アパート建替事業） 

次ページのとおり。 
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建設部 建築住宅課 

 

議案第 78 号 

盛岡市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

コミュニティ住宅の入居者が連帯保証人を立てないこととする場合の手続を定めようとするも

のである。 

 

２ 改正の内容 

連帯保証人を立てているコミュニティ住宅の入居者が，連帯保証人の死亡や高齢となったこと

等によって保証人を変更する必要が生じた際，本人の努力によっても新たな保証人が見つからな

いときは，家賃債務保証会社と債務保証契約を締結した場合等，特別の事情があるときは連帯保

証人を立てなくてもよいものとする。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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子ども未来部 子ども青少年課 

 

議案第 79 号 

盛岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）の改正

に伴い，放課後児童支援員が備えるべき要件を改めようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

放課後児童支援員が修了していなければならない研修を次のとおり改める。 

【改正前】 都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252条の19第１項の指定

都市の長が行う研修 

【改正後】 都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252条の19第１項の指定

都市若しくは同法第 252条の22第１項の中核市の長が行う研修 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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保健福祉部 介護保険課 

 

議案第 80 号 

盛岡市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

  所得の少ない第１号被保険者について行う介護保険料の減額賦課に係る令和２年度の保険料率

を定めようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

第７期盛岡市介護保険事業計画において所得段階区分が第１段階から第３段階までのいずれか

である第１号被保険者の令和２年度の保険料率を次のとおり軽減する。 

所得段階区分 改正前 改正後 

第１段階 ２万 7,800円  ２万 2,200円  

第２段階 ４万 2,600円  ３万 3,300円  

第３段階 ５万 3,700円  ５万 1,900円  

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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保険料段階区分

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

◎生活保護又は中
国残留邦人等の支
援給付を受けてい
る人

◎老齢福祉年金受
給者で世帯全員が
住民税非課税の人

◎世帯全員が住民
税非課税で，本人
の課税年金収入＋
合計所得金額が80
万円以下の人

第２
段階

世帯全員が住民税
非課税で，本人の
課税年金収入＋合
計所得金額が80万
円を超え120万円以
下の人

0.70 4,322円 51,900円
0.575

(△0.125)

3,550円

(△772円)

42,600円

(△9,300円)

0.45

(△0.125)

2,778円

(△772円)

33,300円

(△9,300円)

第３
段階

世帯全員が住民税
非課税で,第１段
階，第２段階以外
の人

0.75 4,631円 55,600円
0.725

(△0.025)

4,476円

(△155円)

53,700円

(△1,900円)

0.7

(△0.025)

4,322円

(△154円)

51,900円

(△1,800円)

第４
段階

本人は住民税非課
税だが，同じ世帯
に住民税課税者が
おり，本人の課税
年金収入＋合計所
得金額が80万円以
下の人

0.85 5,248円 63,000円

第５
段階

本人は住民税非課
税だが，同じ世帯
に住民税課税者が
おり，本人の課税
年金収入＋合計所
得金額が80万円を
超える人

1.00
(基準
料率)

6,174円
(基準月
額)

74,100円

第６
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が120
万円未満の人

1.20 7,409円 88,900円

第７
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が120
万円以上200万円未
満の人

1.30 8,026円 96,300円

第８
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が200
万円以上300万円未
満の人

1.50 9,261円 111,100円

第９
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が300
万円以上400万円未
満の人

1.70 10,496円 125,900円

第10
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が400
万円以上700万円未
満の人

1.95 12,039円 144,500円

第11
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
所得金額が700万円
以上の人

2.10 12,965円 155,600円

保険料
段階

対象者

平成30年度 令和元年度 令和２年度

0.3

(△0.075)

1,852円

(△463円)

22,200円

(△5,600円)

※2 本表の令和元年度欄及び令和２年度欄の( )書きは，前年度の介護保険料(料率・月額・年額)と比較した軽減分である。

※1 本表の平成30年度欄の第１段階の( )書き及び第２～３段階の記載は，公費による保険料の軽減を行う前の介護保険料(料率・月額
　・年額)である。

第１
段階

0.45

(0.50)

2,778円

(3,087円)

33,300円

(37,000円)

0.375

(△0.075)

2,315円

(△463円)

27,800円

(△5,500円)

 変更無し 
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総務部 管財課 

 

議案第 81号 

盛岡市東中野財産区管理会条例及び盛岡市東中野，東安庭，門財産区管理会条例の一部を改正する

条例について 

 

 

１ 制定の趣旨 

財産区管理委員に欠員が生じた場合における補欠委員の選任及び任期について定めようとする

ものである。 

 

２ 条例の内容 

(1) 財産区管理委員に欠員が生じたときは，市長は，補欠委員を選任することができるものとす

る。 

(2) 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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